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Ⅰ．管理経営の基本は公益的機能の増進です。
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宮城南部流域（仙台森林管理署）管内図

仙台森林管理署では、宮城南部流域に広がる約５万５千ｈａの国有林を管理経

営しています。ここは、仙台市などの水源地として重要な森林のほか、蔵王国定

公園・保護林等の貴重な自然環境に恵まれ、また仙台自然休養林等の森林レクリ

エ－ションエリア、仙台湾沿岸の海岸防災林なども所在し、公益的機能の発揮が

主として期待されています。



Ⅱ．森林の持つ機能を発揮するため、機能類
型に応じた管理を行います。

２

国有林野の機能類型は、国民のコンセンサスを得つつ、総合的にみて森林の有

する諸機能が最高度に発揮されるよう管理経営を行うため、主たる管理経営の目

的とこれに応じた森林施業上の類似性、管理経営の効率性等の観点から、個々の

国有林野についての合理的な土地利用の区分として定めるものです。

（令和5年4月現在）

山地災害防止タイプ

自然維持タイプ

森林空間利用タイプ

水源涵養タイプ

注) 面積は、「第六次国有林野施業実施計画書」による。
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機 能 類 型

山地災害防止
タ イ プ

土砂流出･崩壊
等防備エリア

災害に強い国土基盤を形成する観点から、山地災害防止
機能/土壌保全機能の発揮を第一とすべき国有林野をいい、
「土砂流出・崩壊防備エリア」、「気象害防備エリア」の
二つのエリアに分けて管理経営を行う。

8,965 ha
気象害防備
エリア

自然維持タイプ

生態系としての森林の重要性を踏まえた生物多様性の保
全を図る観点から、生物多様性保全機能の発揮を第一とす
べき国有林野をいう。

     16,215 ha

森林空間利用タイプ

国民に憩いと学びの場を提供し、又は豊かな自然景観や
歴史的風致を構成する観点から、保健・レクリエーション
機能又は文化機能の発揮を第一とすべき国有林野をいう。

6,861 ha

快適環境形成タイプ

騒音、粉塵等から地域の快適な生活環境を保全する観点
から、快適環境形成機能の発揮を第一とすべき国有林野を
いう。

                                           － ha

水源涵養タイプ

良質な水の安定供給を確保する観点から、水源涵養機能
は全ての国有林野において発揮が期待される基礎的な機能
であることに鑑み、上記に掲げるものを除く全ての国有林
野をいう。

                    23,210 ha

合 計 ５５，２５１   ha 



Ⅲ．森林機能の維持増進のためにさまざまな
取組を進めています。

土砂の流出、崩壊の防備や水源の涵養

が特に求められている森林は保安林に指

定し、健全な森林に整備しています。

また、仙台森林管理署管内の約90％

の国有林を保安林に指定し、災害を防止

するための渓間工・山腹工や荒廃山地に

森林を造成する植栽工などの治山事業を

実施しています。

保安林の整備

レクリエーションの森の整備

人と森林とのふれあいの場を提供するため、四季

折々の自然の美しさを楽しむことができる自然休養

林や野外スポーツ林などの「レクリエーションの

森」を設定し、森林とのふれあい環境を整備してい

ます。

仙台森林管理署には12箇所1,402haのレクリ

エーションの森があり、多くの人々に親しまれてい

ます。

自然観察教育林（水芭蕉の森：白石市）

保護林及び緑の回廊

○ 保護林
山地地帯、丘陵地帯、海岸地帯と多様な地形を有していることから植生にあっても高

山帯まで広範な植生帯が存在し、阿武隈川中流域の丘陵地帯に所在する「斗蔵山ウラジ
ロガシ遺伝資源希少個体群保護林」をはじめ、船形山を中心とする広域的な自然植生域
で主体はブナ林の「船形山（御所山）生物群集保護林」等6箇所7,601haの保護林があ
ります。

○ 緑の回廊
 保護林を連結して野生生物の移動経路を確保することにより、種の保全や遺伝的な

多様性を図る緑の回廊を設定しています。管内には「奥羽山脈緑の回廊」の一部とし
て延長33km・面積4,385ha及び「鳥海朝日・飯豊吾妻緑の回廊」の一部として延長
22km・面積3,017haを緑の回廊として指定し管理しています。

木材の安定的供給

機能類型に応じた適切な施業の結果として得
られる木材を計画的に供給することを通じて、
地域の林業・木材産業の活性化に貢献すること
としています。

３

海岸防災林



４

Ⅳ．流域を単位に、民有林行政と連携した
取り組みを進めています。

流域管理の推進

地域における適切な森林整備や林業・木材産業の活性化を図るためには、流域を単位

として民有林と国有林で協調しながら計画をたて、事業を進めることが重要です。

このため、民有林行政を担当する県や市町村と連携して、地域の課題やニ－ズの的確

な把握、森林計画等の策定のための意見調整などを進めています。

森林の状況

当地域(宮城南部)の民有林面積は107,519haで、宮城県全体の民有林面積282,783

haの38％となっています。人工林率は宮城県全体で5３％であるのに対し、当地域では

4５％となっています。

県全体の森林では人工林のうち、保育・間伐等の森林施業を適切に行う必要がある７

齢級以下の人工林面積の割合は18％を占めています。

また、人工林の樹種別面積ではスギが69％、次いでマツ類が21％と両樹種で90％を

占め、蓄積ではスギが78％を占めています。

（単位：ha,%）

注１ 国有林面積は、「宮城南部国有林の地域別の森林計画書」による。
注２ 区域面積は、宮城県統計年鑑による。
注３ 国有林面積は林野庁所管面積（官行造林を含む）で、民有林面積は地域森林計画対象面積。
注４ 単位未満を四捨五入するため、合計は必ずしも合致しない。

市町村
区域
面積

森 林 面 積 森
林
率

市町村
区域
面積

森 林 面 積 森
林
率国有林 民有林 計 国有林 民有林 計

仙台市 78,635 19,546 25,370 44,916 57 村田町 7,838 406 3,746 4,152 53

塩竃市 1,737 0 228 228 15 柴田町 5,403 0 1,849 1,849 35

白石市 28,648 4,267 15,221 19,488 68 川崎町 27,077 8,865 12,518 21,383 79

名取市 9,818 37 2,651 2,688 27 丸森町 27,330 2,431 16,741 19,172 70

角田市 14,753 12 5,526 5,538 38 亘理町 7,360 18 1,022 1,040 14

多賀城市 1,969 0 33 33 2 山元町 6,458 70 1,969 2,039 32

岩沼市 6,045 115 1,246 1,361 23 松島町 5,356 0 2,519 2,519 50

蔵王町 15,283 4,223 5,185 9,408 62 七ヶ浜町 1,319 5 182 187 15

七ヶ宿町 26,309 15,313 8,715 24,028 91 利府町 4,489 0 2,102 2,102 48

大河原町 2,499 0 695 695 28 合計 278,325 55,307 107,519 162,826 59



５

流域森林･林業活性化センターへの参画

民有林と国有林が連携して流域内の森林・林業活
性化を図るために設立されている、「宮城南部流域
森林・林業活性化センター」に参画しています。
流域内の19市町をはじめ宮城県仙台地方振興事

務所、大河原地方振興事務所及び当署のほか、地域
の森林組合など多くの関係者が参画して取り組みを
進めています。

民有林との連携

民有林と連携した取り組みとしては、①林業技術の普及・啓発、②低コスト化の推進、
③人材育成等を重点に行っています。宮城北部森林管理署と合同で採材検討会の開催を
予定しており、採材技術の向上に努めるとともに林業事業体・森林組合のほか地方公共
団体にも参加を呼びかけ、関係者の技術向上及び情報交換並びに技術の普及・啓発を行
うこととしています。
また、宮城県の木材産業の中核となっている合板材の供給では、需給会議に参画し情

報提供を行っています。

民有林支援

市町村森林整備計画の策定やその後の実行監理等の支援を進め、市町村森林整備計画
の変更、森林経営計画の作成等に際し支援を行うこととしており、民有林との連携を図
りながら取り組みを進めます。

また、林業の担い手確保と技術力の向上
などを目的に、宮城県を中心に県内の産官
学が連携し設立した、「みやぎ森林・林業
未来創造機構」により開校した「みやぎ
森林・林業未来創造カレッジ」並びに「流域
森林・林業活性化センター」において仙台
森林管理署の人材・フィールドの提供等を
活用した支援を行います。

令和６年度採材検討会

講習会等へのフィールド提供

宮城県合板材需給会議への参画



６

Ⅴ．「国民の森林」にふさわしい開かれた
管理経営を目指します。

森林･林業に関する情報・サービスの提供

国有林野の管理経営にあたっては、「国民の森林」にふさわしい、国民の皆さまに
開かれた管理経営を目指します。このため、計画の公表や意見の聴取、管理経営状況
の公表など森林・林業に関する情報・サ－ビスの提供に努めています。

計 画

国有林野の管理経営は、流域を単位とする地域管理経営計画などの計画に基づいて
行います。これらの計画は、策定に当たって予め地域住民からの意見を把握し、また
計画の案を公告・縦覧することにより広く国民の皆様から意見をお聞きするとともに、
さらに市町村など関係行政機関の意見をお聞きしたうえで定めています。
   計画策定の流れ 〔地域管理経営計画･国有林野施業実施計画〕

協定締結による国民参加の森林づくり

国有林では、「森林づくりに参加したい」、「地球環境の保全に貢献したい」など
の声にお応えして、ボランティア活動等の目的にあわせて6つのタイプを設けていま
すが、当署では現在、下記の3つのタイプ、３３件の協定を締結しています。

ふれあい
の 森

遊 々 の
森

社会貢献
の 森

多 様 な
活動の森

木の文化を
支 え る
森 づ く り

モ デ ル
プロジェクト
の 森

１ 7 25 － － －

森林･林業の普及啓発活動

仙台森林管理署では、森林の保育、
育樹作業の指導及び森林教室などのイ
ベントの開催などを通じて、森林・林
業の普及啓発活動を進めています。

仙台市に所在する機関と合同で行われ
ている「夏休みこども見学デー」に参加し
森林・林業・木材について普及啓発を行い
ました。

計画を縦覧するこ
とを局・署HP及び掲
示板でお知らせして
います

30日の縦覧期間
中、森林管理局及
び森林管理署のHP
で縦覧できます。

意見は文書で縦覧
期間中に東北森林
管理局長に提出し
て下さい。

（郵送・ＦＡＸ）

県知事、市町長及
び有識者の方々に
ご意見を頂きます。

計画に則した管理
経営を行います。

公 告 縦 覧 意見書の提出 市町長の意見 公 表



Ⅵ．令和7年度の管理経営の概要

７

管内の国有林

管内の国有林は、森林整備の積極的な推進を図りながら公益的機能を重視し、それぞ

れの森林に期待される機能類型に応じた管理経営を行います。

注1） 面積は、第六次国有林野施業実施計画書による。四捨五入により合致しない場合があります。
注2） （ ）書は内書

管内の保安林面積

保安林の種類 面   積
保安林
の種類

面 積

水 源 涵 養 42,472 なだれ防備 57

土砂流出防備 6,446 保 健 (2,626)   322

土砂崩壊防備 95 風 致 11

潮 害 防 備 406

干 害 防 備 134 計 49,942

85%

土砂流

出

13%

土砂

崩壊

0%
潮害

1%

干害

0%

なだれ

0%
保健

1%

風致

0%

＜保安林面積＞

水源涵養
土砂流出
土砂崩壊
潮害
干害
なだれ
保健
風致

注１）（ ）は兼種保安林で外書き
注２） 面積は、第六次国有林野施業実施計画書による。

四捨五入により合致しない場合があります。

注）齢級とは林齢5年を1齢級としています。（例、1齢級：林齢1年～林齢5年）

0

1000

2000

3000

4000

国有林の人工林齢級別面積

機 能 類 型

人 工 林 天 然 林
無立
木地

竹林
林地
計

林地
以外

合計 比率
育 成
単 層 林

育 成
複 層 林

育 成
単層林

育 成
複 層 林

天 然
生 林

山地災害防止タイプ 1,945 1 3 281 6,350 0 0 8,579 386 8,965 16

(土砂流出･崩壊防備) (1,813) (1) (3) (281) (6,316) 0 0 (8,413) (317) (8,730) －

（気象害防備） (132) 0 0 0 (35) 0 0 (166) (69) (235) －

自然維持タイプ 745 0 0 0 12,750 0 0 13,494 2,721 16,215 29

森林空間利用タイプ 3,168 11 58 18 3,001 0 0 6,256 605 6,861 12

水源涵養タイプ 11,992 0 175 391 9,716 256 4 22,530 680 23,210 42

快適環境形成タイプ － － － － － － － － － － －

計 17,850 11 236 690 31,817 256 4 50,860 4,392 55,251 100



海岸防災林再生

平成23年度から10年間にわたり実施してきた仙台湾沿岸における「仙台湾沿岸海岸防災

林復旧事業」が令和２年度に完了し、国有林が民有林直轄事業として実施した民有林海岸防

災林は宮城県に引き継がれました。今後は民有林・国有林それぞれの管理のもと、海岸防災

林として再生されるよう、引き続き連携を図って行きます。

また、国有林内の一部の植栽については、国民参加の森林づくり制度を活用して「社会貢

献の森」等の協定を２１団体と締結、ボランティア等による植栽・保育を行っています。

事業区分 工 種 数 量

防災林造成 森林整備（本数調整伐） 19ha

〃 〃  （除伐） 4ha

〃 〃 （つる切り） 93ha

〃 〃 （刈払い） 22ha

〃 防風柵工撤去 2,950基

令和７年度 海岸林の保育等

災害の復旧及び災害防止施設等の整備

自然災害により被災した森林などについて、地域の安全安心を確保することを目的に治山

事業による復旧に取り組んでいます。

また、森林のもつ公益的機能を十分発揮させるため、東日本台風（令和元年10月発生）

により被災した森林の復旧等、機能の低下した保安林について治山施設及び森林整備により、

防災機能の維持・増進に努めています。

事業区分 工 種 数 量

復 旧 治 山 山 腹 工 1箇所

〃 渓 間 工 1基

鷲の平治山工事（丸森町）

８

海岸防災林の保育（本数調整伐実施箇所）

令和７年度 治山事業

＊ 刈払いは、管理道等の維持管理のため実施



９

森林整備の推進

育成段階にある人工林については、保育・間

伐等を積極的に実施し、また、公益林の人工林
については、樹種の多様化、下層植生の発達を
促すため密度管理を適切に行います。
新植では、コンテナ苗や一貫作業システムの

導入による低コスト造林技術の開発・定着及び
普及に努めます。

令和７年度 造林事業

区 分 事 業 量

地 拵 え 40.54ha

植 付 46.99ha

下 刈 176.78ha

歩道等整備 37.49km

つ る 切 －ha

除 伐 11.50ha

除  伐  Ⅱ 類 15.09ha

保  育  間  伐 3.83ha

病虫害防除
（マツクイ虫・ナラ枯れ）

866.75㎥

注１）病虫害防除については、単木的に実施す
ることから材積のみ計上している。  

注２）前年度契約分を含む。

木材の安定供給

一定の林齢になった森林の中から計画的に収穫し、収穫した後は適切かつ確実に更

新をしていきます。

伐採にあたって、皆伐の場合は法令等により伐採方法が指定されている場合を除き

一伐採箇所の面積に上限を設けるとともに、多様な森林環境・公益的機能の維持に必

要な措置を講じた伐区の設定を基本とし、木材需要及び市況の動向を踏まえ、林分内

容に応じた施業内容に努めます。

また、大口需要者に対して、原材料となる木材を安定的に供給する「システム販

売」を推進します。（令和７年度は合板用材、チップ等におよそ11千㎥を予定）

注１) 間伐には保育間伐を含む。
注２) 官行造林とは、国が公有地又は私有地

に造林をした分収林であり、林野庁が管理
を行っている。

区 分 数 量

主 伐 44,258㎥

間 伐 25,555㎥

計 69,813㎥

官行造林（参考） 0㎥

令和７年度 収穫量
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地域振興

国有林は、農林業の振興や公共事業に必要な用地の提供をはじめ、分収造林事業や貸

付等を通じて地域の振興に役立つように努めています。

森林づくりの場の提供

植樹や育樹等の森林づくりに参加したり、

歩道の整備や案内標識の設置等地域の皆さま

の要請に応えるため、活動のフィールドを積

極的に提供します。

路網の整備

適切な森林施業や保全管理などを効率的に行うため、路綱を整備します。

なお、工事の施工にあたっては、木材の活用や景観への配慮に努めます。

区 分 新 設 改 良 修 繕

自動車道
路線数 延長 路線数 延長 路線数 延長

2本 1,830m 1本 －m 20本 150,000 m

関係法令の指定状況

注）修繕については、通常の維持修繕及び除草を含めた延長である。

管内国有林では、保安林のほか各種法令に基づく自然公園、自然環境保全地域、鳥獣

保護区などに指定されている区域があり、自然環境や生物多様性の保全などに寄与して

います。

法令 自然公園
県自然環境
保全地域

史跡名勝
天然記念物

鳥獣保護区
砂防指
定地

名称 蔵王国定公園ほか 仙台湾海浜ほか 磐司岩、姉滝ほか 仙台海浜ほか

面積 35,748 ha 549 ha 108 ha 28,439 ha 50 ha

区 分 件数 面積 (ha)

普通共用林野 7 5,092

分収造林 177 583

分収育林 8 34

貸
付
地

道路用地 84 1,114

電気事業用地 80 1,259

その他 412 6,485



Ⅶ．今年度の重点取り組み事項

病虫害・獣害対策の取組

11

花粉発生源対策の推進

地域材の安定供給に向けた取組

カラマツ苗木

・ナラ枯、松くい虫被害について、
日常業務での巡視に努め被害木の
早期発見、処理を実施し蔓延防止
取組みます。

ナラ枯被害木処理

・スギ花粉症対策として、発生源と
なる人工林の更新にあたり、スギに
ついては花粉の少ない苗木の積極的
な導入、又は、スギ以外の樹種に植
え替えするなど花粉発生源対策を推
進します。

国有林における優れた森林資源を有効に
活用するため、素材生産事業で出材される一
定の規格を満たした優良材について、天国
広葉樹（天然林国有林高品質材広葉樹）と呼
称し国有林独自のブランド化に取組んでまい
ります。



12

地域関係者との連携体制の強化

① 地域連携による森林・林業の発展に向けた
取組み
令和３年１２月に宮城県知事、東北森林管理

局長により締結した覚書「みやぎ林業イノベー
ション推進に関する覚書」に基づき、林業の担
い手確保と技術力の向上などを目的に宮城県の
産官学が連携し設立した、「みやぎ森林・林業
未来創造機構」へのアドバイザーとして参画し
ています。

人材育成の取り組み

担い手対策として作業現場で働く従事者
に対しで採材検討会を開催しています。
また、学生を対象とした取組として、職

場体験（インターンシップ）を受け入れて
います。
インターン生は現場業務の基本や関係す

る事務処理等を経験していただき、林業に
対する理解の醸成をはかることとしていま
す。

② 民・国連携した森林共同施業の推進
令和３年３月1０日付けで七ヶ宿町、国立研

究開発法人森林整備センター東北北海道整備局、
七ヶ宿町森林組合、古河林業株式会社七ヶ宿林
業所及び当署の５者で「七ヶ宿町西部地区森林
整備推進協定」を締結しており、今後、民有林
と国有林の団地化を推進し、共同化することで
効率的な森林施業を進めることとしています。
令和７年度は、協定区域内国有林の路網整備

の実施及び各協定者が森林整備等の実施を計画
しています。

災害対応・支援・復旧・復興の取組

採材検討会による従事者の育成強化

・山地災害等発生時は被害状況の早期把握に努

めるとともに、関係機関との情報共有を行いよ

り詳細な被害状況を把握し対策の構築に取り組

みます。

・令和元年10月に発生した東日本台風により発

生した山地災害の復旧、東日本大震災で甚大な

被害を受けた海岸防災林の一日も早い復活に向

け保育・管理を継続して取り組みます。



署　長 次　長 総務G 総　務

経　理

森 林 技 術

指 導 官

地 域 林 政

調 整 官

業務G

経　営

森林育成

資源活用

土　木

森　　林

ふれあい

管　理

造 林

対 策 官

治山G 治　山

仙台海岸治山事業所

・七ヶ宿町の国有林を担当しています。

・角田市、丸森町の国有林を担当しています。

・白石市、七ヶ宿町（一部）、蔵王町の国有林を担当しているほか、

仙南地域の窓口業務を行っています。

仙　台 森林事務所

根白石 森林事務所

川　崎 森林事務所

白　石 森林事務所

七ヶ宿 森林事務所

丸　森 森林事務所

・仙台市、岩沼市、名取市、七ヶ浜町、亘理町、川崎町（一部）、
山元町の国有林を担当しています。

・仙台市の国有林を担当しています。

・川崎町、村田町の国有林を担当しています。

仙台森林管理署の組織図

明治１４年 農商務省山林局設置 平成 ７年 白石営林署を統合、白石森林管理センター開所

１９年 宮城大林区署宮城派出所として開庁 平成１１年 組織改編により仙台森林管理署と改称

２５年 ４月に名取小林区署
５月には広瀬小林区署と改称

１３年 白石森林管理センターを廃止

３０年 仙台小林区署と改称 ２３年 海岸防災林復旧対策室を設置

３６年 茂庭小林区署を統合 ２５年 国有林野事業特別会計の廃止、一般会計へ移行
課・係を廃止しグループ制に移行

大正 ２年 宮城大林区署が青森大林区署に統合

１３年 官制が改められ
青森営林局仙台営林署と改称

令和 ２年 海岸防災林復旧対策室を廃止

署の沿革

・職員の健康管理、庶務に関する事務を行います。

・経理に関する事務を行います。

・国有林の貸付や入林に関する事務を行います。

・森林計画や収穫等管理経営に関する業務を行います。

・造林、保育等に関する業務を行います。

・素材生産、販売に関する業務を行います。

・林道の新設、維持管理に関する業務を行います。

・森林レクリエ－ション等に関する業務を行います。

・保安林、山地災害への対応に関する業務を行います。



お問い合わせ・緑づくり支援窓口

仙台森林管理署
〒981‐0908 仙台市青葉区東照宮１丁目１５番１号

：022‐273‐1111 FAX：022‐273‐1115
 Mail : t_sendai@rinya.maff.go.jp

 

名勝「磐司」
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